
（平成２５年７月１０日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認中部地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 10 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 8 件



中部（愛知）国民年金 事案 3586 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 49年４月から 50年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年５月から 48年３月まで 

          ② 昭和 49年４月から 50年３月まで 

 私の国民年金の加入手続や保険料納付は、全て母親が行ってくれていた。

母親は亡くなっており詳細は不明だが、両親共にきちんと保険料を納付して

いるはずなので、私の分が未納になっているのはおかしいと思う。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①及び②を除く国民年金加入期間において国民年金保険

料の未納は無く、その納付済期間の大半は前納制度を利用して納付し、一部期

間は付加保険料納付を行っている上、申立人の国民年金の加入手続及び保険料

納付を行ったとする母親についても、昭和 36 年４月に国民年金に任意加入し

た後、60 歳到達までの国民年金加入期間において保険料の未納は無く、その

納付済期間の大半は前納制度を利用して納付していることから、母親の年金制

度に対する関心及び保険料の納付意識は高かったことがうかがわれる。 

また、オンライン記録及び手帳記号番号払出整理簿によると、申立人の国民

年金手帳記号番号は昭和 50年 11月 14日にＡ町に払い出されており、これ以

前に申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当た

らないことから、この頃に初めて申立人の国民年金加入手続が行われ、この加

入手続の際に、44 年＊月＊日（20 歳到達日）まで遡って被保険者資格を取得

する事務処理が行われたものとみられる。この加入手続時期を基準とすると、

申立期間②の国民年金保険料は、過年度保険料として遡って納付することが可

能であった。 



さらに、国民年金被保険者台帳によると、申立期間②直前の昭和 48 年４月

から 49 年３月までの国民年金保険料は、過年度保険料として納付されている

ことが確認でき、申立人の母親は未納期間の解消に努めていたことがうかがえ

るところ、納付意識の高かった母親が、同様に過年度保険料として遡って納付

することが可能であった申立期間②の保険料を納付したと考えても不自然で

はない。 

一方、申立期間①については、前述のとおり、申立人の国民年金加入手続は

昭和 50年 11月頃に行われたとみられることから、申立期間①当時は国民年金

に未加入であり、国民年金保険料を納付することはできなかった上、この加入

手続時期を基準とすると、申立期間①の保険料は、時効により、申立人の母親

が過年度保険料として納付することはできなかったものと考えられる。 

また、Ａ町の国民年金被保険者名簿においても、申立期間①の国民年金保険

料は未納とされている上、申立人の母親が申立期間①の保険料を納付していた

ことを示す関連資料（確定申告書、家計簿等）は無く、ほかに申立期間①の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和49年４月から50年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 

 



中部（石川）厚生年金 事案 7809 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成９年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を13万4,000円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年６月 26日から同年７月１日まで 

  私がＡ社及びＢ社に勤務していた期間のうち、申立期間について厚生年金

保険の被保険者記録が無い。継続して勤務していたので記録を訂正してほし

い。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の回答及び複数の同僚から提出された申立期間に係る同社の給与支給

明細書から判断すると、申立人は同社及びグループ会社のＢ社に継続して勤務

し（平成９年７月１日にＡ社Ｃ営業所からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社におけるオンライ

ン記録の平成９年５月の記録から13万4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、オンライン記録によると、Ａ社Ｃ営業所に勤務してい

た同僚24人のうち23人が、同社において平成９年６月26日に厚生年金保険の被

保険者資格を喪失し、同年７月１日にＢ社において被保険者資格を取得してい

ることが確認でき、これら23人についていずれも、社会保険事務所（当時）が

事業所の届出を誤って記録したとは考え難いことから、事業主が申立人の資格

喪失日を同年６月26日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係

る同年６月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事

務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した

場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。



中部（静岡）厚生年金 事案 7810 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、昭和 54 年７

月１日であると認められることから、申立期間①の資格喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

なお、昭和 54年４月から同年６月までの標準報酬月額については、11万円

とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

 住 所 ：  

   

   

   

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 54年４月 30日から同年７月頃まで 

          ② 昭和 54年９月頃から 55年２月１日まで 

          ③ 昭和 55年８月 26日から 56年２月１日まで 

私は、Ａ社に昭和54年３月から同年７月頃まで５か月間勤務した。その間

業務内容や給料に変更は無い。厚生年金保険の記録が１か月しかないのは納

得できない。申立期間①について厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

また、Ｂ社には、昭和54年９月頃から58年３月まで正社員として継続して

勤務し保険料も控除されていた。入社直後の54年９月頃から55年２月１日ま

での期間及び途中の同年８月26日から56年２月１日までの期間の記録が無

いことに納得できない。申立期間②及び③について厚生年金保険被保険者と

して認めてほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、複数の同僚の証言から判断して、申立人が当該期間に

おいてＡ社に勤務していたことがうかがえる。 

一方、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、申立人の同

社における資格喪失日は、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった日

（昭和 54 年５月 31 日）の後の 55 年２月 21 日付けで、遡って 54 年４月 30

日と記録されていることが確認できる上、同僚 13人についても、55年２月 21

日付けで、遡って資格喪失の処理が行われていることが確認できる。 

また、上記被保険者名簿に記載されたメモ書きによれば、昭和 54年８月 20



日から同年９月 21 日までの間に社会保険事務所（当時）からＡ社に対し事業

主の来所を求める内容等の複数回にわたる電話記録が確認できることから、当

時、同社において厚生年金保険料等の滞納があったことがうかがえる。 

さらに、Ａ社は昭和54年５月31日に適用事業所ではなくなっているところ、

同社に係る商業登記簿謄本によれば、同社は申立期間①において法人格を有し

ていたことが確認できる上、複数の同僚が、同社には、同年９月の時点で少な

くとも５人以上の従業員がおり、当該時点まで事業を継続していたと証言して

いることから、同社は、当該期間において、当時の厚生年金保険法に定める適

用事業所の要件を満たしていたものと判断でき、同年５月 31 日に適用事業所

ではなくなったとする処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 54年４月 30日に被保

険者資格を喪失した旨の処理に係る記録は有効なものと認められず、申立人の

Ａ社における資格喪失日は、自身が同社に同年９月まで勤務していたとする複

数の同僚が､申立人が同年７月まで在籍していたことを証言しており、退職日

の特定はできないものの、申立人は、少なくとも同年６月末日までは勤務して

いたと考えられることから、同年７月１日であると認められる。 

なお、昭和 54 年４月から同年６月までの標準報酬月額については、申立人

の上記被保険者名簿の同年３月の記録から、11万円とすることが妥当である。 

申立期間②について、Ｂ社の複数の同僚に照会したが、申立人が当該期間に

同社に勤務していたことがうかがえる証言は得られない上、申立人の雇用保険

の記録における同社の資格取得日（昭和 55 年２月１日）と同社に係る健康保

険厚生年金被保険者名簿の申立人の資格取得日は一致している。 

また、Ｂ社の当時の役員及び複数の同僚が、「Ｂ社では、採用時に数か月の

試用期間があり、その後に社会保険に加入した。」と証言しており、当時、同

社では、入社と同時に厚生年金保険の被保険者資格を取得させる取扱いを励行

していなかったことがうかがえる。 

申立期間③について、申立人の当時の上司及び複数の同僚の証言から、申立

人が当該期間にＢ社に継続して勤務していたことは認められる。 

しかし、上記被保険者名簿の記録では、申立人はＢ社において昭和 55 年２

月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、同年８月 26 日に同資格を喪

失しており、その後、56 年２月１日に再度資格を取得しているところ、オン

ライン記録によると、同社において 55年６月から 56年５月までの期間に被保

険者記録が確認できる 44 人のうち、同僚 21 人についても、申立人と同様に、

55年８月 26日に資格を喪失後、56年２月１日に再取得しており、被保険者期

間に欠落が見られる。 

また、申立人と同職種であり、申立人と同様に被保険者期間が欠落している

複数の同僚が、「当時、会社の体制が変更になり制作部門は独立採算制となっ

た。社会保険は中断すると上司から説明を受け健康保険が途切れたことがあ



る。」と証言している上、申立人のＢ社に係る雇用保険の加入記録は、昭和 55

年８月 26日に離職し、56年２月１日に再取得しており、厚生年金保険の加入

記録とほぼ一致する。 

さらに、Ｂ社は、厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当時の事

業主は､同社の当時の状況について不明と回答しており、申立人の申立期間②

及び③における勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認できない。 

このほか、申立人の申立期間②及び③における勤務実態及び厚生年金保険料

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②及び③に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



中部（静岡）厚生年金 事案 7811 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 49年３月 30日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を９万 8,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年３月 30日から同年５月１日まで 

  私は、昭和 49年３月 29日までＢ社（後に子会社Ａ社を吸収合併）に勤務

し、間を空けずに同年３月 30 日からＡ社に勤務したが、厚生年金保険の記

録に空白期間がある。 

  申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の回答及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人は同社及びＡ社に

継続して勤務し（Ｂ社Ｃ営業所からＡ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ｂ社は「Ａ社の資格取得届の記載誤りと思われる。」

と回答していることから、昭和 49年３月 30日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における健康保険

厚生年金保険被保険者原票の昭和 49年５月の記録から、９万 8,000円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の資格取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って

提出し、申立期間に係る保険料についても納付していないことを認めているこ

とから、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



中部（三重）厚生年金 事案 7812 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和51年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を20万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年５月 31日から同年６月１日まで 

  Ａ社Ｂ工場から同社Ｃ営業所に異動した際に、１か月の厚生年金保険被保

険者でない期間があることはおかしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の回答、雇用保険の記録及び申立人から提出された辞令により、申立人

が同社に継続して勤務し（昭和51年６月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ営業所に

異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における健康保険

厚生年金保険被保険者原票の昭和51年４月の記録から、20万円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明と回答しているが、事業主が資格喪失日を昭和51年６月１日と届け出

たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年５月31日と誤って記

録することは考え難いことから、事業主が同日を厚生年金保険の資格喪失日と

して届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年５月の保険料につ

いて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 



中部（愛知）国民年金 事案 3587 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 10年 11月、11年９月、同年 12月から 12年２月までの期間、

14 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付していたものと認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 10年 11月 

           ② 平成 11年９月 

           ③ 平成 11年 12月から 12年２月まで 

           ④ 平成 14年２月及び同年３月 

  老後の不安を解消するために決意して平成10年10月頃にＡ市Ｂ区役所で

国民年金に加入し、以後、国民年金保険料を納付してきたので、申立期間の

保険料が納付されていないということはあり得ない。 

記憶は定かではないが、納付場所は、初めの頃はＢ区役所で、その後は、

郵便局がほとんどであったが、銀行で納付したこともあったと思う。納付方

法は、初めの頃は毎月納付し、その後、何度かは少し遅れることもあったが、

遅れた月の国民年金保険料は毎月の保険料と一緒に納付していた。 

また、私自身が免除申請を行った記憶は無いものの、免除となっている期

間についても納付する旨を申し出て、間違いなく納付しているので、申立期

間について、国民年金保険料を納付していたことを認めてほしい。 

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 10年 10月頃にＡ市Ｂ区役所で国民年金に加入し、以後、国

民年金保険料を納付してきたとしているところ、同市の国民年金記録によると、

12年 11月８日に申立人の国民年金に係る手続の受付をしたとする記載がある

ことから、申立人の同市における国民年金加入手続は、この頃に行われ、この

加入手続の際に、昭和 54年 11月 21日（厚生年金保険被保険者資格を喪失し

た日）まで遡って国民年金被保険者資格を再取得する事務処理が行われたもの

とみられる。この手続時期を基準とすると、申立期間①、②及び③の国民年金



保険料は、過年度保険料として納付することは可能であり、オンライン記録に

よると、申立人は、申立期間①、②及び③を除く平成 10年 10月から 12年３

月までの保険料を、同年 11月以降、順次、過年度保険料として納付している。

しかし、そのほとんどが２年の時効間際に納付されていることが確認できるこ

とから、申立期間①、②及び③については、時効のため保険料を納付できなか

った可能性も否定できない。 

また、オンライン記録によると、平成 14 年１月の免除申請により、申立期

間④を含む 13年 12月から 14年３月までの期間が全額申請免除期間とされて

おり、同年 12 月に、当該期間の追納の申込みが行われたことが確認できる。

しかし、追納保険料は、先に経過した 13年 12月の国民年金保険料から、順次、

古い順に納付する必要があったところ、ⅰ）15 年２月に行われた最初の納付

が、13年 12月の保険料ではなく、14年 1月の保険料であったため、過誤納保

険料となり、この時点で未納となっていた 13 年９月の保険料に充当処理され

ていること、ⅱ）15 年３月にも 13 年 12 月の保険料を納付すべきところ、14

年２月の保険料が納付され、同様に過誤納保険料となり、この時点で未納とな

っていた 13年 11月の保険料に充当処理されていること、ⅲ）申立期間④直前

の同年 12月の保険料が 15年４月に、14年１月の保険料が 15年５月に納付さ

れ、申立期間④のうち 14 年２月の保険料については、これら一連の処理の過

程で、全額申請免除記録のままとなったことが確認できる。その後、申立期間

④の保険料が、追納された形跡は見当たらない。 

さらに、この納付時期になると年金記録管理業務のオンライン化、電算によ

る納付書作成、領収済通知書の光学式読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処

理の機械化が進み、記録漏れ、記録誤り等が生ずる可能性は少なくなっている

と考えられ、申立期間①から④までの数回にわたり記録誤りが生じたとは考え

難い。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（確

定申告書、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



中部（岐阜）国民年金 事案 3588 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52年２月から 56年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年２月から 56年８月まで 

 私は、昭和 56 年９月に結婚のためＡ町へ転入し、この転入の際に、同町

役場Ｂ出張所において国民年金加入手続を行い、役場の担当者からそれまで

加入手続をしていなかった 20 歳から約４年間の国民年金保険料を納めるよ

うに言われたので、その２、３か月後に同出張所において、保険料約 20 万

円を現金で一括納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 56 年９月に結婚のためＡ町へ転入し、この転入の際に、同

町役場Ｂ出張所において国民年金加入手続を行い、その２、３か月後に申立期

間に係る約４年間の国民年金保険料約 20 万円を現金で同出張所において遡っ

て一括納付したとしているところ、オンライン記録及び国民年金手帳記号番号

払出簿によると、申立人の国民年金手帳記号番号は、同年 10月 21日に同町に

払い出されており、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された

形跡は見当たらないことから、この頃に申立人の国民年金加入手続が行われ、

この加入手続の際に、資格取得日を同年９月 13 日（申立人が同町の住民とな

った日）とする事務処理が行われたものとみられる。このため、申立期間は国

民年金に未加入となり、保険料を納付することはできなかったものとみられる。 

また、前述の資格取得日については、申立人の所持する年金手帳の「初めて

被保険者となった日」欄及び「国民年金の記録（１）」欄の記載内容並びにＡ

町の国民年金被保険者名簿の資格取得日とも符合しているほか、同町の国民年

金被保険者名簿においても、オンライン記録同様、申立期間の国民年金保険料

が納付されたことをうかがわせる形跡は見当たらない。 



さらに、前述の加入手続時期において、仮に 20 歳到達時に遡って資格取得

された場合であっても、当時は特例納付実施期間ではないことから、約４年間

の国民年金保険料を一括納付することはできないほか、Ａ町によると、同町役

場Ｂ出張所においては過年度保険料に係る納付書の発行及び収納は行ってい

なかったとしており、申立人の主張をもって、申立期間に係る保険料が一括納

付されたとまでは推認することはできない。 

加えて、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（確定申告書、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付したこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 

 



中部（愛知）厚生年金 事案 7813 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年 12月 31日から 54年１月１日まで 

  年金記録を見ると、Ａ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日が昭

和 53年 12月 31日、Ｂ社における資格取得日が 54年１月１日となっている

が、私は 53 年 12 月 31 日までＡ社に勤務したので、資格喪失日を同年 12

月 31日から 54年１月１日に訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録により、申立人が申立期間においてＡ社に勤務していたこと

は認められる。 

しかし、申立期間当時にＡ社において社会保険事務及び給与計算事務を担当

していた者は、「給与は末日締め、当月 25日払い、厚生年金保険料は翌月控除

で、私の在職中はずっと変わらなかった。末日退職者に係る最後の給与に関し

ては２か月分の保険料を引いていた記憶は無い。」と証言している。 

また、Ａ社は、「申立人の退職月に係る保険料の取扱いについては、当時の

資料が残っていないため、不明である。」と回答している。 

さらに、申立期間において申立人と同様にＡ社において被保険者資格を喪失

し、Ｂ社において被保険者資格を取得している同僚４人に照会したところ、い

ずれもＡ社での退職月における厚生年金保険の取扱いについて覚えておらず、

当該期間における厚生年金保険料の控除についての証言が得られない上、当時

の給与明細書等も所持していないことから、申立人の当該期間における厚生年

金保険料の控除について確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



中部（愛知）厚生年金 事案 7814（愛知厚生年金事案 4316及び 6528の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32年 11月から 33年５月まで 

          ② 昭和 33年６月から同年９月まで 

          ③ 昭和 43年２月から同年６月まで 

 前々回、前回の申立てについて年金記録の訂正は必要でないとする通知を

もらったが納得できない。 

今回新たな資料等は無いが、再度審議の上、申立期間について、厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る当初の申立てについては、ⅰ）申立期間①については、Ａ社

Ｂ支店が当該期間において厚生年金保険の適用事業所であったことが確認で

きない上、同社は、支店ごとに厚生年金保険の適用事業所の手続をしており、

適用事業所となっていない支店に勤務していた職員については、給与から厚生

年金保険料を控除しておらず、申立人の在籍記録は確認できないと回答してい

ること、さらに同社が加入していたＣ健康保険組合は、当時の資料が無く申立

人の組合員記録が確認できないと回答していること、ⅱ）申立期間②について

は、Ｄ社Ｅ支店は、厚生年金保険の適用事業所であったことが確認できない上、

同社が加入していたＣ健康保険組合は、当時の資料が無く、申立人の組合員記

録は確認できないと回答していること、ⅲ）申立期間③については、雇用保険

の記録及びＦ社に勤務していた同僚の証言により、申立人は当該期間において

同社に勤務していたことが認められるものの、同社は、当該期間において厚生

年金保険の適用事業所であったことが確認できず、申立人が記憶している事業

主も、同社の当該事業主に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票から、同社

が適用事業所となった日に被保険者資格を取得していることが確認できるこ



となどを理由として、既に年金記録確認愛知地方第三者委員会（当時）の決定

に基づく平成22年９月15日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行

われている。 

申立期間に係る２回目の申立てについては、申立人は、「Ａ社、Ｄ社及びＦ

社の同僚を思い出した。間違いなく勤務していたので記録を認めてほしい。」

と主張したものの、申立人が記憶している同僚については特定ができない又は

既に死亡しており、申立てに係る周辺事情を調査することができない上、申立

期間③については、Ｆ社の当時の事務担当者が、同社の従業員のほとんどは、

健康保険組合の加入のみで、厚生年金保険被保険者の資格は取得していなかっ

たと証言していることなどから、既に年金記録確認愛知地方第三者委員会の決

定に基づく平成23年10月19日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が

行われている。 

これに対し、今回、申立人は、「新しい資料などは無いが、もう一度調査し

てほしい。」と主張し、３回目の申立てを行っている。 

しかし、申立人から新たな関連資料等の提示は無く、当該主張のみでは、年

金記録確認愛知地方第三者委員会のこれまでの決定を変更すべき新たな事情

とは認め難い。 

このほかに年金記録確認愛知地方第三者委員会のこれまでの決定を変更す

べき新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被保険者とし

て、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認めることはできない。 

 



中部（富山）厚生年金 事案 7815 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年６月 25日から 51年７月１日まで 

          ② 昭和 54年４月 16日から 59年５月１日まで 

 申立期間①についてはＡ店で、申立期間②についてはＢ店で、それぞれ勤

務していた。Ａ店及びＢ店はＣ社が経営していたが、厚生年金保険の記録が

無いので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、複数の同僚の証言及び申立人から提出された写真から

判断すると、申立人は、期間は特定できないものの、Ｃ社に勤務していたこ

とは認められる。 

しかし、オンライン記録によると、Ｃ社は平成元年６月１日に厚生年金保険

の適用事業所となっており、申立期間①において、適用事業所であったことが

確認できない。 

また、Ｃ社は、平成７年６月１日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ

ている上、同社の事業主及び申立期間当時の取締役に照会したものの、回答が

得られないことから、申立人の申立期間①における勤務実態及び厚生年金保険

の取扱いについて確認できない。 

さらに、申立人が申立期間①において一緒に勤務していたとして名前を挙げ

た同僚は、「厚生年金保険加入の取扱いについては分からない。保険料控除に

ついても分からない。」と証言していることから、当該期間に係る厚生年金保

険料の控除について確認できない。 

申立期間②について、雇用保険の記録、複数の同僚の証言及び申立人から提

出された写真から判断すると、申立人は、当該期間のうち、少なくとも昭和

58年５月１日から同年８月 31日までの期間において、Ｃ社に勤務していたこ



とは認められる。 

しかし、オンライン記録によると、Ｃ社は平成元年６月１日に厚生年金保険

の適用事業所となっており、申立期間②において、適用事業所であったことが

確認できない。 

また、Ｃ社は、平成７年６月１日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ

ている上、同社の事業主と申立期間当時の取締役に照会したものの、回答が得

られないことから、申立人の申立期間②における勤務実態及び厚生年金保険の

取扱いについて確認できない。 

さらに、申立人が申立期間②において一緒に勤務していたとして名前を挙げ

る複数の同僚はいずれも、「厚生年金保険加入の取扱いについては分からない。

保険料控除についても分からない。」と証言していることから、当該期間に係

る厚生年金保険料の控除について確認できない。 

このほか、申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



中部（富山）厚生年金 事案 7816 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

  住 所 ：  

  

  

  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58年３月１日から 61年５月１日まで 

           ② 昭和 62年４月１日から平成３年４月１日まで 

申立期間①又は②のいずれかの期間の中で、Ａ社Ｂ営業所に１年半ほど勤

務していた。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、ⅰ）雇用保険の記録によると、申立人は、昭和58年３

月16日から59年９月28日までの期間について、失業等給付（基本手当及び公共

職業訓練施設への通所手当等）を受給したこと、ⅱ）申立人に係る健康保険厚

生年金保険被保険者原票によれば、58年３月１日から同年６月11日までの期間

について、健康保険の任意継続被保険者であったこと、ⅲ）Ｃ市の回答による

と、同年６月11日から61年７月１日までの期間について、国民健康保険の被保

険者であったことが確認できる上、Ａ社Ｂ営業所の複数の同僚に照会したもの

の、勤務を推認できるような証言は得られない。 

申立期間②について、Ａ社Ｂ営業所において被保険者記録が確認できる複数

の同僚の証言及び申立人が一緒に勤務したと記憶する同僚の被保険者記録が

確認できることから、期間は特定できないものの、申立人が同社Ｂ営業所に勤

務していたことはうかがえる。 

しかし、Ａ社Ｂ営業所は、「申立期間①及び②当時の資料が無いため、厚生

年金保険のことについては不明である。」と回答している上、当時の所長及び

事務担当者は既に死亡していることから、申立人の同社Ｂ営業所における厚生

年金保険の取扱いについて確認できない。 

また、申立期間②について、Ｃ市の回答によると、昭和62年１月１日から平



成３年４月４日までの期間について、国民健康保険の被保険者であったことが

確認できる上、Ａ社Ｂ営業所の申立期間①及び②における健康保険厚生年金保

険被保険者原票に申立人の名前は見当たらず、整理番号の欠番も無い。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における勤務実態及び厚生年金保険料

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



中部（富山）厚生年金 事案 7817 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和７年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年６月から 32年８月まで 

 兄の紹介でＡ社又はＢ社に３年以上勤めたが、厚生年金保険被保険者とし

ての記録が無い。 

 申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務したと主張するＡ社及びＢ社の前身であるＣ社は、厚生年金保

険の適用事業所としては、申立期間を通して「Ｃ社」として記録されていると

ころ、申立期間について、申立人が名前を挙げた複数の同僚は、既に死亡して

おり確認することはできないが、オンライン記録によると、同社において厚生

年金保険被保険者記録が確認できることから、期間は特定できないものの、申

立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかし、Ｃ社は、申立期間のうち、昭和 30年 10月１日より前の期間におい

て厚生年金保険の適用事業所であった記録が確認できない上、同社は、33 年

６月 15 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当時の事業主は、

既に死亡していることから、申立人の申立期間当時における勤務実態及び厚生

年金保険の取扱いについて確認できない。 

このほか、申立人の申立期間におけるＣ社の勤務実態及び厚生年金保険料の

控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



中部（石川）厚生年金 事案 7818 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 大正 14年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年９月１日から同年 10月１日まで 

          ② 昭和 57年４月 25日から 58年２月１日まで 

          ③ 昭和 59年１月１日から 60年７月１日まで 

 Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び③の厚生年金保険の被保険者

記録が無く、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間②の厚生年金保険の被保

険者記録が無い。昭和 37年 11月１日から 60年７月１日まで、Ａ社又はＢ

社において、継続して厚生年金保険の被保険者であったはずなので、申立期

間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

   

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社は、「当時の資料は無く、申立人の勤務期間は分

からない。」と回答しており、申立人の当該期間における勤務実態及び厚生年

金保険料の控除を確認できない。 

また、Ａ社の同僚のうち二人は、申立人が、少なくとも昭和 48 年４月まで

の期間又は52年12月までの期間において同社に勤務していたと証言している

ものの、申立人は、45 年 10月１日から 57年４月 25日まで継続してＢ社にお

いて厚生年金保険の被保険者となっており、当該証言とは整合性が無い上、Ａ

社の他の同僚から、申立人が当該期間において勤務していたとする証言は得ら

れない。 

さらに、雇用保険の記録によると、申立人のＡ社における離職日は、昭和

45年８月 31日とされており、当該離職日の翌日は、申立人の同社における厚

生年金保険の被保険者資格喪失日と一致している。 



申立期間②について、Ｂ社は、「申立人が当社に勤務していたのは確かだが、

申立人に係る資料は保管しておらず、詳細な勤務期間等については不明であ

る。」と回答しており、申立人の当該期間における勤務実態及び厚生年金保険

料の控除を確認できない。 

また、雇用保険の記録によると、申立人は、昭和 57年４月 24日にＢ社を離

職し、同年４月 28日に求職の申込みをし、同年５月５日から 58年２月５日ま

での期間に係る基本手当を受給していることが確認できる。 

申立期間③について、Ａ社は、「当時の資料は無く、申立人の勤務期間は分

からない。」と回答しており、申立人の当該期間における勤務実態及び厚生年

金保険料の控除を確認できない。 

また、Ａ社の同僚から、申立人が申立期間③において勤務していたとする証

言は得られない上、当該期間における雇用保険の記録は確認できない。 

さらに、Ｃ市から提出された資料により、申立人は、申立期間③のうち、昭

和 59 年４月１日以降の期間において、国民健康保険の被保険者であったこと

が確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



中部（静岡）厚生年金 事案 7819 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

 住 所 ：  

   

   

   

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年 10月 31日から 59年１月 17日まで 

私は、昭和 55年９月にＡ社Ｂ工場に入社し、59年５月に退職するまで継

続して勤務した。 

  しかし、厚生年金保険の被保険者記録を確認したところ、申立期間につい

ては厚生年金保険の被保険者記録が無く、被保険者期間となっていないこと

が分かった。私は、夫から、Ａ社Ｂ工場で社会保険に加入するように言われ、

同社同工場で継続して厚生年金保険に入っていたはずであるので、申立期間

について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録により、申立人は、申立期間においてＡ社Ｂ工場に勤務して

いたことが認められる。 

しかし、Ａ社Ｂ工場は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

同社本社も「当時の資料は残っていないため不明。」と回答している上、申立

人は、同社同工場における仕事内容及び同僚の名前を記憶していないことから、

申立人と同じ職種の同僚が特定できず、連絡が取れないため、同社同工場にお

ける厚生年金保険の取扱いについて確認できない。 

また、申立人は、「Ａ社Ｂ工場で夫も大体同じ時期に働いていた。」としてお

り、雇用保険の記録から、申立人の夫が昭和 52年 10月 17日から 58年 10月

１日まで同社同工場に勤務していたことは確認できるものの、夫の年金記録を

見ると、同社同工場の申立期間における厚生年金保険被保険者記録が無いこと

から、申立期間当時、同社同工場では、全ての従業員を必ずしも厚生年金保険

に加入させていなかったことがうかがえる。 

さらに、申立人は、「夫から、私だけはＡ社Ｂ工場で社会保険に加入するよ



う言われたので、加入していると思うが、そのように言われたことだけしか記

憶に無く、手続などは、昔のことなのでよく覚えていない。」としている上、

申立期間において、国民年金に加入し、当該期間の国民年金保険料が全て納付

されていることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



中部（石川）厚生年金 事案 7820 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和６年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年 12月１日から 38年１月 17日まで 

  Ａ社を辞めた後に、脱退手当金を受給した記録となっているが、私は脱退

手当金を請求したことはないし、受け取ってもいないので、記録を訂正して

ほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の厚生年金

保険被保険者資格喪失日の前後３年間に資格喪失した女性の同僚10人のうち、

脱退手当金の受給資格があり、資格喪失後、半年以内に厚生年金保険被保険者

資格を取得していない７人の脱退手当金の支給記録を確認したところ、６人に

脱退手当金の支給記録があり、６人全員について資格喪失日から約６か月以内

に脱退手当金の支給決定がなされている上、脱退手当金の支給を記憶している

当時の複数の同僚は、「会社の人が脱退手当金の手続を行ってくれた。」と証言

していることから、申立人についてもその委任に基づき事業主による代理請求

がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、「脱退手当金」の

表示が記載されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の

誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約６か月後

の昭和38年７月26日に支給決定されているなど、社会保険事務所(当時)の一連

の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 




